
建材一体型太陽光発電による再生可能エネルギー性能の 

実証実験に係る連携に関する協定書 

 

千代田区（以下「甲」という。）、ＹＫＫ ＡＰ株式会社（以下「乙」という。）及び

Ａｋｉｂａ．ＴＶ株式会社（以下「丙」という。）は、建材一体型太陽光発電（ＢＩＰ

Ｖ）による再生可能エネルギー性能の検証のための実証実験（建材一体型太陽電池を実

装した車両を用いた工作物（以下「ハウス」という。）を区有地の一部に設置し、太陽

光発電を実施するとともにハウス内を環境活動等の情報発信拠点として活用する取組

をいう。以下「本実証実験」という。）の実施に係る連携に関して次のとおり協定（以

下「本協定」という。）を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、甲、乙及び丙が連携して本実証実験を実施することにより、スマー

トシティの強化を図り、もって2050年までに千代田区内（以下「区内」という。）の

二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「2050ゼロカーボンちよだ」の実現に資すること

を目的とする。 

 

 （連携事項等） 

第２条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、ハウスを次項に定める区有地の

一部に設置し、当該ハウスを活用して、次に掲げる事項について連携するものとする。 

 (１) 本実証実験のデータ収集、分析及び評価を通じた建材一体型太陽光発電の発電

性能及び信頼性並びに今後の展開に向けた課題の検証に関すること。 

 (２) 区内で実施される環境活動の情報発信に関すること。 

 (３) 安全・安心パトロール並びに路上禁煙地区における指導、警告及び取締りの情

報発信に関すること。 

 (４) ハウスを活用した国内外観光客を対象とした観光情報の発信に関すること。 

 (５) 区内における電力レジリエンスの強化に関すること。 

 (６) 本実証実験の内容が実用化した際の区有施設への導入検討に関すること。 

２ 本実証実験の実施場所は、秋葉原駅前広場（千代田区外神田一丁目18番。別紙のと

おり）とする。 

３ 甲、乙及び丙は、第１項に定める連携事項に係る取組を効果的に推進するため、定

期的に協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法は、甲、乙及び丙合意の

上、別途書面にて定めるものとする。 

 

 

 

 



 （役割分担） 

第３条 本実証実験における甲、乙及び丙の役割分担は次のとおりとする。 

 (１) 甲の役割 

  ア 本実証実験の実施場所の提供 

  イ 本実証実験の総合調整及び情報発信 

 (２) 乙の役割 

  ア ハウスの設置、移動及び撤収 

  イ ハウスを活用した太陽光発電に係るデータの収集及び分析 

  ウ 建材一体型太陽光発電による再生可能エネルギー性能の検証 

  エ 本実証実験の結果に関する甲への報告 

  オ 本実証実験の実施に際してのハウスの維持管理（ハウスの点検、修理その他の

使用上の安全性の確保をいう。以下同じ。） 

 (３) 丙の役割 

  ア ハウスを活用した観光、環境に関する情報発信 

  イ インフォメーションセンターとしてのハウスの運営 

  ウ 関係団体との調整 

２ 甲、乙及び丙は、前項に定める役割を担うに際して生じた事故や損害について、各

自その責任を負うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、天災地変その他の不可抗力に起因する事故や損害が発生

した場合は、甲、乙及び丙で協議の上、対応を決定するものとする。 

 

 （費用負担） 

第４条 本実証実験に要する費用（機材費、通信費、設置費、維持費等をいう。）は、

乙が負担するものとする。 

 

 （協定の変更） 

第５条 甲、乙及び丙のいずれかが本協定の変更を申し出たときは、甲、乙及び丙で協

議の上、必要な変更を行うものとする。 

 

 （協定の有効期間） 

第６条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から起算して１年間とする。ただし、

本協定の有効期間満了の日の30日前までに、甲、乙及び丙のいずれからも書面（電磁

的記録を含む。）による別段の意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から

起算して引き続き１年間効力を有するものとし、以後も同様とする。 

 

 

 



 （守秘義務） 

第７条 甲、乙及び丙は、第２条第１項各号に掲げる連携事項の検討又は実施により知

り得た相手方の秘密情報(相手方が秘密である旨を明示して開示した情報をいう。)を、

書面(電磁的記録を含む。)による事前承諾なしに、第三者に開示し、又は他の目的に

使用してはならない。本協定の有効期間満了後も同様とする。 

 

 （疑義等の決定） 

第８条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙及び

丙で別途協議し、決定する。 

 

 

 

本協定の締結を証するため、本協定書を３通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、

各１通を保有する。 
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